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諮  問  書 

 

 

ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方について、下記のとおり諮問する。 

 

記 

 

情報通信技術（以下「ＩＣＴ」という。）は、我が国の社会・経済活動の重要な基盤であ

り、国民生活の利便性向上、経済活性化、国際競争力の強化等を実現する上で、ブ

ロードバンドの普及促進が重要な課題となっている。 

また、諸外国では、ブロードバンドの普及促進のための政策を国家目標として設定

し、積極的な取組を進めている状況にあり、我が国としても、引き続き世界を先導する

ようなＩＣＴ環境を構築することが重要となるところである。 

このような状況を踏まえ、総務省では、２０１５年頃を目途とした全世帯でのブロード

バンド利用の実現を目標に掲げ、昨年１２月、その実現に必要な施策及びその取組ス

ケジュールを取りまとめた基本方針及び工程表を策定・公表したところである。 

 当該基本方針等に基づき、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会

社（以下「ＮＴＴ東西」という。）の機能分離等に関する法案が、今通常国会への提出に

向けて閣議決定されるなど、総務省では、既に先行的な取組に着手しているが、線路

敷設基盤（電柱・管路等）の開放による設備競争の促進、次世代ネットワーク（以下「Ｎ

ＧＮ」という。）のオープン化によるサービス競争の促進、市場環境変化の著しいモバイ

ル市場の競争促進など、事業者間競争の活性化に必要な取組を総合的に推進するこ

とが、ブロードバンドの普及促進を図る観点から重要となるところである。 

また、昨年１１月、ＮＴＴ東西は、２０２０年頃から、電話網からＩＰ網への計画的な移行

を開始し、２０２５年頃に完了する考え方などを公表したが、ＮＴＴ東西の電話網の移行

は、当該電話網により提供されるサービスの利用者や当該電話網と接続して競争的な

サービスを提供する事業者の事業運営等に多大な影響を与えるため、ブロードバンドの

普及促進に当たっては、電話網からＩＰ網への円滑な移行を実現することが重要となる。 

以上を受け、以下の事項について、貴審議会に諮問するものである。 

（１） ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方 

（線路敷設基盤の開放による設備競争の促進、ＮＧＮのオープン化によるサービ

ス競争の促進、モバイル市場の競争促進、今後の市場環境の変化等を踏まえた

公正競争環境の検証・担保の在り方等） 

（２） 電話網からＩＰ網への円滑な移行の在り方 

（電話網からＩＰ網への移行に伴う利用者保護や事業者対応の在り方等） 
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